








保健医療計画評価表（小児救急を含む小児医療対策）

対策・事業 数値目標とその説明 計画策定時の数値 現状値 目標値

みえ子ども医療ダイヤルへの相談件数

（みえ子ども医療ダイヤル(#8000)の1年間の
実績件数を増加させる）

幼児死亡率

(１～４歳の人口10万対死亡率を減少させる）

取組方向

地域格差のない小児医療
提供

小児医療に関する情報提
供の充実

小児医療体制の整備

心身障がい児のＱOＬの
向上

○小児救急医療を確保するため、小児救急輪番の実施に必要な非常勤医師の確保や、内科医等に対する
小児救急医療にかかる研修の実施等を支援しました。

・平成２２年度 非常勤医師確保支援 ３地域（１８９日）
 内科医等に対する研修実施 ２地域（１４３人）

・平成２３年度 非常勤医師確保支援 ２地域（１８４日）
 内科医等に対する研修実施 ２地域（１４０人）

・平成２４年度 非常勤医師確保支援 ２地域（１５５日）
   内科医等に対する研修実施 ２地域（１２１人）

○「みえ子ども医療ダイヤル（＃８０００）」について、引き続き小児科医会の協力を得て実施しました。
・平成２０年度相談件数 ５，８２５件
・平成２１年度相談件数 ７，６２５件
・平成２２年度相談件数 ６，８９９件
･平成２３年度相談件数 ６，７４１件
・平成２４年度相談件数 ６，６３６件

○「みえ子ども医療ダイヤル（＃８０００）」の件数については、平成２０年度の５，８２５件から大幅に増加し目標値を達成
することが出来ました。このことは、「みえ子ども医療ダイヤル（＃８０００）」が夜間・休日の小児救急において、重要な役
割を占めていることを示しており、引き続き実施していきます。
○また、夜間・休日の小児救急における、「みえ子ども医療ダイヤル（＃８０００）」が持つ役割と意義を広く県民に周知さ
せ、一次・二次救急医療機関の負担の軽減に努めます。

○肢体不自由児に対する治療と療育について、引き続き「県立草の実リハビリテーションセンター」と「国立病
院機構三重病院」との連携を強化するとともに地域療育支援にも力を入れています。
○「県立小児心療センターあすなろ学園」では、国のモデル事業として「子どもの心の診療拠点病院」に指定
され、治療、関係機関との連携に取り組むとともに、市町における発達支援窓口の設置に向けた支援を行っ
ています。
○聴覚障がいのある小児に対して、「児童相談センター」と「国立病院機構三重病院」とが連携を図り治療、
療育に取り組みました。また、早期療育体制の充実に向け、医療、教育、福祉関係者による難聴児支援のあ
り方に関する検討を行いました。
○こどもの発達支援体制の強化に向け、「県立草の実リハビリテーションセンター」及び「小児心療センターあ
すなろ学園」「児童相談センターの言語・聴覚機能」の一体整備に向け取組を進めています。
○県内の在宅医療を必要とする子どもやその家族が、入院から在宅医療まで切れ目なく安心して医療の提
供を受けられるよう、小児在宅医療の環境整備を進めるため、その仕組みの構築を地域医療再生計画（平成
23年度策定）に記載しました。
○未熟児訪問事業が平成25年4月１日から市町に権限移譲されることから、スムーズな退院移行後支援に向
け、市町保健師への専門研修を開催しました。

○地域における小児整形専門の医師や訓練士が不足していることから、人材の確保育成、地域支援を行っていきます。
○心身障がい児のQOL向上のために、今後も関係機関との連携が必要であることから、引き続き強化していくとともに、
よりよい連携のあり方を検討していきます。
○NICUに入院している長期療養児が増えてきており、スムーズな退院移行の支援方法等について、検討を進めていきま
す。
○子どもの発達支援の拠点として、「県立草の実リハビリテーションセンター」と「県立小児心療センターあすなろ学園」、
児相センターの言語・聴覚機能を「こども心身発達医療センター（仮称）」として一体的な整備を進めます。
○三重大学医学部附属病院小児在宅医療支援部を中心に小児在宅支援施設ネットワーク体制の構築に取り組みます。
○身近な地域で発達障がい児の早期発見・早期療育を行うため、引き続き市町職員の人材育成、発達総合支援窓口の
設置に向けた支援を行っていきます。

これまでの取組 評価と今後の取組

○三重大学医学部における定員の拡大や地域枠設定の取組にあわせて、平成20年度に内科、小児科、産
婦人科など不足が著しい診療科の医師や、救急医療に従事する医師の確保に向け、三重県医師修学資金
貸与制度について返還免除条件の緩和や貸与枠の拡大等抜本的な見直しを行い、以後、利用者の増加を
図りました。
○全国から医師を招へいする無料医師職業紹介事業や病院勤務医負担軽減対策、小児科等の専門医資格
取得などのキャリア形成を支援する研修医研修資金貸与制度の運用開始（平成23年度～）等の「医師不足
の影響を当面緩和する取組」、医師修学資金貸与制度の運用や研修病院の魅力向上支援、地域医療研修
センター等における地域医療教育・研修の充実等の「中長期的な視点に立った取組」を進め、総合的な医師
確保対策を展開しています。
○平成24年5月に三重県地域医療支援センターを設置し、修学資金貸与医師等若手医師へのキャリア形成
支援と医師不足病院における医師確保支援を一体的に行う仕組みづくりに着手しました。

○医師修学資金貸与者の累計が平成24年度末現在で348名（返還者を除く）に及び、今後、段階的に県内医療機関で勤
務を開始する若手医師が増加する見込みとなっています。
○平成23年度より運用を開始した臨床研修資金貸与者及び専門研修医研修資金貸与者の平成24年度末現在の累計が
それぞれ、28名、6名（返還者を除く）となり、今後県内医療機関で勤務を開始していく予定です。
○引き続き、医師不足の影響を当面緩和する取組と中長期的な視点での取組を総合的に進め、医師の確保・定着に向
けた環境整備等に取り組んでいきます。
○三重県地域医療支援センターにおいて、三重大学医学部や県内医療機関等と連携し、医師不足地域の医療機関を含
む県内複数医療機関をローテーションしながら専門医資格を取得できるようなキャリア形成支援を行うため、内科・小児
科等の基本診療領域ごとの後期臨床研修プログラムの作成を進め、医師の地域・診療科の偏在解消を図っていきます。

○「医療ネットみえ」の活用等により、小児医療など県民が必要とする医療機能にかかる情報提供の充実に
努めるとともに、「子どもの救急対応マニュアル」を改訂し、小児科医会や市町を通じて小さな子どもを持つ親
に配布するなど、子どもの急な病気やけがに対する応急処置や対応方法の周知に努めました。

・平成20年度 2,000部作成
・平成21年度 2,000部作成

  ・平成23年度 25,000部作成
○また、地域医療の問題をテーマとしたセミナー・シンポジウムの開催等により、県民に適切な受療行動を促
すための啓発の取組を進めました。

○「医療ネットみえ」のアクセス件数が堅調に推移するとともに、市町や医師会、医療機関による自主的な啓発の取組が
進められています。

・Ｈ２０年度 ２１８，４３９件
・Ｈ２１年度 ２８０，２７１件
・Ｈ２２年度 ２５８，９９２件
・H２３年度 １８８，２６１件
・Ｈ２４年度 ２３５，０９５件

○今後も引き続き医療情報提供の充実に努めるとともに、企業、医療機関、大学、関係団体などに働きかけ、県民の地
域医療に対する理解を深めるための取組を進めます。

現状値に関する評価

小児救急を含む小児医療
対策

3,655 6,636
(H24) 5,000

 ○目標値は大幅に増加して達成することが出来ました。このことは各家庭において、子どもの急病時に「みえ子ども医療
ダイヤル（＃８０００）」が重要な役割を果たしていると認められるので、引き続き実施していきます。
○また、夜間・休日の小児救急における、「みえ子ども医療ダイヤル（＃８０００）」が持つ役割と意義を広く県民に周知さ
せ、一次・二次救急医療機関の負担の軽減に努めます。

25.6 33.5
(H23) 20.0以下

○１歳～４歳の幼児死亡数（率）は、H２０は８人（１２．４）、H２１は１１人（１７．１）、H２２は１７人（２６．９）、H２３は２１人（３
３．５）と年々増加しています。
○死因は、循環器、心臓等の「先天奇形および染色体異常」が８人（３８％）となっており、より一層の小児医療の充実に
むけて努力する必要があります。
○不慮の事故による死亡が毎年あり（H２１は４人、H２２は２人、H２３は３人 ）事故予防に引き続き取り組む必要がありま
す。



保健医療計画評価表（周産期医療対策）

対策・事業 数値目標とその説明 計画策定時の数
値 現状値 目標値

妊産婦死亡率

（出産10万あたりの妊産婦死亡率をゼロ
にする）

周産期死亡率
〔出産1000に対する妊娠満22週以降の
死産と早期新生児死亡率の計〕

(周産期死亡率を減少させ、全国の上位
10位以内にする）

取組方向

周産期医療を担う人材の養
成・確保

周産期医療に必要な施設や
設備の整備・充実

産科における病院と診療所
の適切な機能分担

地域における母子保健サー
ビスの充実

○地域医療再生計画（平成21年度策定）及び地域医療再生計画（平成23年度策定）に基づき、県内の周
産期医療体制の整備を行ってきました。
○ハイリスク妊婦及び胎児異常の早期発見・早期対応のため、母体・胎児診断センターを平成２２年度に
三重中央医療センターに設置し、平成２３年度には市立四日市病院に設置しました。
○新生児搬送シートを作成し、各関係医療機関へ周知しました。
○周産期医療ネットワークシステム検討会幹事会を開催し、救急搬送体制の検証を行いました。

○「地域医療再生計画」に基づいて、現在、三重大学医学部附属病院を中心に施行している産科オープンシステムについ
て、機能分担をより進めるため、国の補助制度などを活用し、このシステムを各圏域にも拡大し、各周産期母子医療センター
においても実施することを進めていきます。
○国の補助制度などを活用し、各周産期母子医療センターに母体・胎児診断センターを設置し、病院・診療所と周産期母子
医療センターとの機能分担を進めます。
○搬送体制について、一層の円滑な運営を行うため、見直しを含めた搬送体制の検証を消防本部と連携して進め、よりス
ムーズで的確な搬送体制の確立に努めます。
○北勢地域の周産期医療の充実のため、総合周産期母子医療センターの指定に向けて関係機関と連携して進めます。

○小児科医療機関等から支援の依頼があった未熟児等には、養育医療費の助成、訪問等で支援しまし
た。（H24訪問等支援件数：延2,783件）
○三重県医師会で実施している「みえ出産前後親子支援事業」の普及啓発について、講演会の開催や啓
発リーフレットを印刷するなど支援しました。
○市町において妊婦健康診査費用（１４回分）を助成していますが、そのうち９回分にかかる費用の１／２
を市町に補助しました。検査項目と検査単価は全市町で統一して実施しています。（H24妊婦健診受診実
人数：16,855件）
○生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業が全ての市町で実施されるように未
実施市町へ保健福祉事務所管内市町意見交換会等を通じ依頼しました。（H24.4.1現在の両事業実施市
町数：21市町）
○国においてＨＴＬＶ－１総合対策が纏められ、本県においても三重県ＨＴＬＶ－１母子感染対策検討会を
設置し、県内関係機関等における相談体制の整備に向け検討しました。

○妊娠から出産、子育てに関してリスクの高い要支援者への情報提供と相談支援体制としてみえ出産前後からの親子支援
事業を進めていますが、医療機関、市町保健センター等を含め、なお一層の連携体制の強化が求められています。
○乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の全市町での事業実施に向けて、市町の取組を支援します。
○妊婦健診未受診妊婦や若年妊婦等に対する相談体制整備が求められています。平成２４年度から予期せぬ妊娠に対応す
る電話相談の開設や特定妊婦支援者研修等、若年層における児童虐待未然防止事業の取組を進めています。
○未熟児訪問事業、養育医療・育成医療給付事務が平成２５年４月１日から市町に権限移譲されることからスムーズな移譲
に向け市町担当者説明会の開催や技術支援等を実施しました。
○HTLV－１母子感染予防対策の一環として、県内における相談体制の構築に努めます。

これまでの取組 評価と今後の取組
○三重大学医学部における定員の拡大や地域枠設定の取組にあわせて、平成20年度に内科、小児科、
産婦人科など不足が著しい診療科の医師や、救急医療に従事する医師の確保に向け、三重県医師修学
資金貸与制度について返還免除条件の緩和や貸与枠の拡大等抜本的な見直しを行い、以後、利用者の
増加を図りました。
○全国から医師を招へいする無料医師職業紹介事業や病院勤務医負担軽減対策、小児科等の専門医
資格取得などのキャリア形成を支援する研修医研修資金貸与制度の運用開始（平成23年度～）等の「医
師不足の影響を当面緩和する取組」、医師修学資金貸与制度の運用や研修病院の魅力向上支援、地域
医療研修センター等における地域医療教育・研修の充実等の「中長期的な視点に立った取組」を進め、総
合的な医師確保対策を展開しています。
○平成24年5月に三重県地域医療支援センターを設置し、修学資金貸与医師等若手医師へのキャリア形
成支援と医師不足病院における医師確保支援を一体的に行う仕組みづくりに着手しました。
○助産師の養成・確保に向けて、助産師養成校の開設および運営を支援するとともに、平成22年度に助
産師修学資金貸与制度を創設しました。また、看護の日のイベント等を通じて、助産師の役割や活躍の場
の紹介を行うなど、助産師への関心と理解を深めるとともに、助産師をめざす人材確保に努めました。
○消防職員や保健師、助産師を対象として、「新生児救急搬送」や「ｐｏｓｔ ＮＩＣＵ」をテーマにカンファレン
スを開催しました。

○医師修学資金貸与者の累計が平成24年度末現在で348名（返還者を除く）に及び、今後、段階的に県内医療機関で勤務を
開始する若手医師が増加する見込みとなっています。
○平成23年度から運用を開始した臨床研修資金貸与者及び専門研修医研修資金貸与者の平成24年度末現在の累計がそ
れぞれ、28名、6名（返還者を除く）となり、今後県内医療機関で勤務を開始していく予定です。
○引き続き、医師不足の影響を当面緩和する取組と中長期的な視点での取組を総合的に進め、医師の確保・定着に向けた
環境整備等に取り組んでいきます。
○三重県地域医療支援センターにおいて、三重大学医学部や県内医療機関等と連携し、医師不足地域の医療機関を含む県
内複数医療機関をローテーションしながら専門医資格を取得できるようなキャリア形成支援を行うため、内科・産婦人科等の
基本診療領域ごとの後期臨床研修プログラムの作成を進め、医師の地域・診療科の偏在解消を図っていきます。
○平成23年4月から県内看護系大学と助産師養成校をあわせ、毎年約40名の助産師が県内に就業しており、これらにより県
内の助産師数の増加が期待されています。
○今後はこうして養成された助産師の県内定着を促進していくため、国のガイドラインを踏まえた助産師の卒後研修体制を構
築していくことが重要であり、平成24年度からは新人助産師合同研修に加え、助産師（中堅者・指導者）研修を実施していま
す。さらに、医師と助産師等看護職員の役割分担の促進に向けて、専門性の高い助産師を育成するための研修に取り組み
ます。
○今後も周産期医療に関するテーマで研修会を実施し、関係者間の情報共有、連携の強化に努めていきます。

○平成22年度及び平成23年度に、国の補助制度及び地域医療再生基金を活用し、伊勢赤十字病院のＮ
ＩＣＵ等の整備支援を行い、南勢地域の周産期医療体制の充実・強化を図りました。
○平成24年度に、地域医療再生基金を活用し、市立四日市病院と県立総合医療センターのＮＩＣＵ等の整
備支援を行い、北勢地域の周産期医療体制の充実・強化を図りました。
○平成23年度から27年度までの周産期医療推進の方向性を示す「周産期医療体制整備計画」を策定し
ました。

○国の補助制度や地域医療再生基金を活用し、主に北勢地域の周産期母子医療センターのＮＩＣＵ、ＭＦＩＣＵ等、周産期医療
に必要な設備整備の充実強化を図り、県全体の周産期医療体制の強化に向けた取組を進めます。
○新生児ドクターカー（すくすく号）の更新を行います。

現状値に関する評価

周産期医療対策

0.0 6.5
（H２３) 0.0

○妊産婦死亡数は平成２０年に１人、平成２１年と平成２２年には０人でしたが、平成２３年は１人で妊産婦死亡率は６．５と
なっています。
○目標値を達成することができませんでしたが、目標値０となるよう、より一層の周産期医療対策の充実に向けて取組を進め
ていく必要があります。

全国３８位
５．２

全国２９位
４．４
（Ｈ２３）

全国１０位以内
４．２

○平成１９年の周産期死亡数（率）は７０人（４．４）、平成２０年は８２人（５．２）と高率でしたが、平成２１年は５３人（３．４）と減
少し目標達成することができました。平成２２年と平成２３年は６７人（４．４）で全国平均（４．２）より高率でした。その内訳は、
早期新生児死亡数（率）１０人（０．７）全国１７位、後期死産数（率）５７人（３．８）全国３７位という結果で、後期死産率が全国
平均より高率でした。
○単年での率は変動幅が大きく推移を見るのは困難な面もありますが、今後も、より一層の周産期医療対策の充実に向けて
努力していきます。



保健医療計画評価表（救急医療対策）

対策・事業 数値目標とその説明
計画策定時の

数値 現状値 目標値

救急医療情報システム参加医療機関数

(救急医療情報システム参加登録医療機関
を増加させる）

応急手当年間受講者数

（消防本部等による一般向け普通救命講習
の受講者を増加させる）

救命救急センター設置数

（救命救急センターの施設数を増加させる）

取組方向

適切な受診行動
の推進

二次・三次救急
医療提供体制の
充実

病院前救護体制
の充実

精神科救急体制
の充実

○休日や夜間における精神疾患による急患の方の相談・診察・入院に対応できるよう
に、県内の精神科病院を北部と中南部の２ブロックに分け、毎日輪番制による精神科
救急体制を実施しています。平成２４年度は３月末時点で、相談助言７５２件、外来診
療４３７件、入院３３７件の利用がありました。
○精神疾患患者やその家族からの緊急的な精神医療相談に対応するために、精神
科病院の輪番制により毎日２４時間の電話相談窓口を設置しています。平成２４年度
３月末時点で１，４３９件の相談に応じています。

○毎年一定の利用件数があり、在宅患者等のニーズに対応したものとなっています。また、夜間休日の早期対応により、症
状の重症化を防ぎ、入院に至らないことで、精神障がい者の方が安心して在宅生活を送るためのセーフティネット機能をは
たしています。
○精神科病院が県内に偏在している現状を踏まえ、夜間休日に、より近くの医療機関で相談・受診するための受入体制の
整備に向けた取組が必要となっています。

○平成23年10月、救急医療情報システムを県民及び医療機関等が利用しやすいシス
テムとなるよう、ホームページのデザインを刷新、検索メニューの充実、高性能の地図
の採用、操作が簡便なタッチパネル型応需専用端末の貸与などの改良を行い運用し
ています。また、同じく平成23年10月より各地域の消防本部が行っていた電話案内業
務について、新たに設置した「三重県救急医療情報センター コールセンター」が当該
業務を引き継いで運営しています。
○医師会等、関係機関と連携して、地域医療を守る啓発キャンペーンを実施するな
ど、県民に対して適切な受診行動を促す啓発の取組を進めました。
○小さな子どもを持つ保護者などを対象に、「みえ子ども医療ダイヤル（＃８０００）」や
「子どもの救急対応マニュアル」を活用した情報提供の充実に努めました。

○救急医療情報システム参加医療機関数については増加するとともに、「医療ネットみえ」へのアクセス件数も前年度を上
回りました。また、コールセンターの電話案内業務については、コールセンターへの業務集約後、案内件数が増加し、特に
繁忙期には繋がりにくい状況も発生しています。今後は、救急医療情報システム参加医療機関の増加に努めるとともに、特
に休日・時間外に診療可能な医療機関が増加するよう、医師会等関係機関との連携・協議を進めます。また、増加する電
話案内に対応するため回線を増やすなどの対策を講じたほか、電話案内だけではなく、「医療ネットみえ」（インターネット）を
より活用していただけるよう周知・啓発していきます。
○県民が「かかりつけ医」を持つことや地域医療に対する理解を深め、一人ひとりができることに取り組めるよう、企業、医
療機関、大学、関係団体などに働きかけ、引き続き効果的な啓発キャンペーン等を行います。
○「みえ子ども医療ダイヤル」等を活用した情報提供の充実を図りましたが、今後は、懸案となっている深夜帯における小児
救急への対応等について、関係機関との協議・検討を進めます。

○三重大学医学部における定員の拡大や地域枠設定の取組にあわせて、平成20年
度に内科、小児科、産婦人科など不足が著しい診療科の医師や、救急医療に従事す
る医師の確保に向け、三重県医師修学資金貸与制度を抜本的に見直し、県内の救急
告示病院に一定期間勤務することを返還免除条件とするコースの新設や貸与枠の拡
大等を行い、以後、利用者の増加を図りました。
○全国から医師を招へいする無料医師職業紹介事業や病院勤務医負担軽減対策、
小児科、救急科等の専門医資格取得などのキャリア形成を支援する研修医研修資金
貸与制度の運用開始（平成23年度～）等の「医師不足の影響を当面緩和する取組」、
医師修学資金貸与制度の運用や研修病院の魅力向上支援、地域医療研修センター
等における地域医療教育・研修の充実等の「中長期的な視点に立った取組」を進め、
総合的な医師確保対策を展開しています。
○平成24年5月に三重県地域医療支援センターを設置し、修学資金貸与医師等若手
医師へのキャリア形成支援と医師不足病院における医師確保支援を一体的に行う仕
組みづくりに着手しました。
○中勢伊賀保健医療圏における三次救急医療体制のさらなる充実をはかるため、平
成22年6月に三重大学医学部附属病院に救命救急センターを設置しました。
○県内全域における三次救急医療体制の充実・強化に向けて、平成24年2月に本県
独自のドクターヘリを導入しました。
○二次輪番制および小児救急にかかる輪番制が円滑に運営されるための、非常勤医
師の確保にかかる支援等を行いました。
○過酷な勤務状況にある救急医や小児科医に対する処遇改善等の支援を行いまし
た。
○県内の二次輪番病院や救命救急センターの機能強化を図るため、設備整備等の支
援を行いました。

○医師修学資金貸与者の累計が平成24年度末現在で348名（返還者を除く）に及び、今後、段階的に県内医療機関で勤務
を開始する若手医師が増加する見込みとなっています。
○平成23年度から運用を開始した臨床研修資金貸与者及び専門研修医研修資金貸与者の平成24年度末現在の累計が
それぞれ、28名、6名（返還者を除く）となり、今後救急告示病院等県内医療機関で勤務を開始していく予定です。
○引き続き、医師不足の影響を当面緩和する取組と中長期的な視点での取組を総合的に進め、医師の確保・定着に向け
た環境整備等に取り組んでいきます。
○三重県地域医療支援センターにおいて、三重大学医学部や県内医療機関等と連携し、医師不足地域の医療機関を含む
県内複数医療機関をローテーションしながら専門医資格を取得できるようなキャリア形成支援を行うため、内科・外科・救急
科等の基本診療領域ごとの後期臨床研修プログラムの作成を進め、医師の地域・診療科の偏在解消を図っていきます。
○ドクターヘリについては、三重大学医学部附属病院と伊勢赤十字病院を基地病院とし、２か月交代で運航しています。今
後は、搬送事案を検証し、より適切な運航をめざします。
○救急医療機関における勤務医不足は依然として深刻な状況にあり、引き続き、救急勤務医手当の支給など勤務医の処
遇改善に対して支援するとともに、非常勤医師の確保についても支援を行います。
○県内の救急医療体制の機能強化を図るため、引き続き、二次輪番病院や救命救急センターの設備整備等に対して支援
を行います。
○救急搬送受け入れの円滑化を図るため、急性期を脱した患者への後方支援体制の強化を図ります。

○改正消防法に基づき設置した三重県救急搬送・医療連携協議会を県メディカルコン
トロール協議会に位置づけ、傷病者の搬送を含めた病院前救護体制の充実に努めま
した。また、傷病者の状況に応じた適切な医療が提供できるよう、傷病者の搬送及び
受入れの実施に関する基準を平成23年4月から運用しています。
○ＡＥＤを使った応急手当が実施できる県民を増やすため、上級救命講習及び普通救
命講習を積極的に実施しました。

○傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準に基づき、傷病者の適切な搬送が実施されるよう、搬送結果を検証し、見
直しを図るなど、実施基準の適切な運用に努めます。また、搬送を含めた病院前救護の取組は、地域メディカルコントロー
ル協議会（地域ＭＣ）の取組によることから、地域ＭＣの機能強化に向けた取組を進めます。
○救急車が到着するまでに、バイスタンダー（現場に居合わせた方）による応急手当が適切に実施されれば、大きな救命効
果が得られるため、引き続き、各消防本部の協力を得ながら、住民に対する心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法など応急手当
の普及啓発を進めます。
○救急救命士を対象とする講習等を実施し、資質の向上を図ります。
○県内におけるＡＥＤ設置場所についての情報提供を行います。

２機関 ４機関
（H25.3.31）

４機関

平成２２年６月に三重大学医学部附属病院を救命救急センターに指定し、県内の救命救急センターは４か所となっていま
す。
また、平成２４年２月、三重大学医学部附属病院と伊勢赤十字病院が基地病院となりドクターヘリの運航を開始し、県内全
域における三次救急医療体制の構築を行いました。

これまでの取組 評価と今後の取組

現状値に関する評価

救急医療対策

４１６機関 ５７６機関
（H25.3.31）

４６０機関
医療機関に対するシステムへの参加を働きかけ、参加医療機関数が増加しています。今後も引き続き、参加医療機関の増
に向けて取組を進めます。

２８，１２７人
２４，１２７人
H24.12.31
速報値

３０，０００人
県内の消防本部等で行われる一般向け上級救命講習及び普通救命講習を今後も引き続き行い、受講者のさらなる増加を
目指します。






